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1　はじめに

　近現代史研究の最：も基礎的な資料は統計であるが，わが国の場合はそれは

官庁統計を中心として発達してきた。その統計的把握は管轄官庁の統計規程

に従い把握される。維新政府成立後は，1869（明治2）年設置の大蔵省，そ

して1873（明治6）年設置の内務省の管轄下にあった農林水産業・商業・工

鉱業などの諸産業は，1881（明治14）年の農商務省の設置によりその管轄と

なり，その把握は農商務省の統計規程にもとづき行なわれ，「農商務統計表」

に表示されていく。在来産業の一つである藺莚業の近代における発展過程の
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特質についての検討を行なうにあたり，ここでは官庁統計における漁具業お

よび藺草生産についての把握とその記載状況を整理する。

2　明治初期の藺莚の把握

　（1）物産調査＝「物産表」

　まず，農商務省の統計把握以前の状況をみておこう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユラ
　1872（明治5）年の「大蔵省第三十七号（明治五年三月十三日）」の「府

県管内物産取調通達」は，わが国における初めての全国的な生産物調査の通

達であり，それにもとつく物産調査が実施されたが，それを改正した1874

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　　
（明治7）年の「内務省甲第十八号布達（明治七年七月十七日輪郭附）」に

おいて物産調査を布達する。藺莚については，饒席破において把握される。

すなわち，「畳表，藺席，菰席，藤莚，蒲莚，毛蔑，綿席，油紙席，藁莚，此

　　　　　　　　　くの
外論二幅ケサル熱血類」の畳表，藺席がそれである。これらの数量・価格が

府県別に把握される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
　調査結果を取りまとめたr明治七年府県物産表』は，わが国最初の全国的

な生産数量統計である。出歯生産もこれが最初の全国的な統計資料である。

原料である藺草も，仁木類附植物直島葉に記載されている。数量と価額で数

量の単位は貫が一般的であるが，束と斤というのもある。この藺草は20府県

に記載がある。しかし，宝庫の最大の産地である大分県については，藺草は

微少で，そしてなによりも七島表の最大の産地でありながらその原料である

七島藺の項目がない。

　（2）農産調査＝「農産表」

　「府県物産取調」は1877（明治10）年の「内務省乙第七十二号達（明治十

　　　　　　　　　くの
年八月十一日輪郭附）」をもって「農産調査」に改められ，「農産表編成」と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　
なる。その結果を編成したのが「全国農産表」である。それは，「国別普通農
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産表」，「国別特有農産表」，「郡別普通・特有農産表1からなる。「国別普通農

産表」は農産物ごとの反別，数量，数：南浜前年比較，価格からなる。価格は

価額である。「国別特有農産表」は種目ごとの数量，数：量対前年比較，価格か

らなる。「郡別普通・特有農産表」は種目ごとの播種地段別，数量，単価が記

載されている。二面があることによって，郡単位での検討ができるととも

に，これによって後年の府県単位の集計が可能である。

　藺草についても記載があるが，これによって郡別に把握できる。なお，農

商務統計においても藺草の把握は1904（明治37）年まではなく，1905年から

ようやく記載されるのであり，それ以前の時期のものとしてこの資料はきわ

めて重要な資料である。

3　農商務統計規程

　1881（明治14）年農商務省が設置され，その職制，事務章程が定められ

た。この農商務省の統計規程における藺莚，藺草の扱いについてみていこう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり①　1883（明治16）年の「農商務省達第弐拾壱号」の「農商工山林ノ盛衰消

　長ヲ詳悉スヘキ為メ生産消費ノ数量ヲ調査スルハ勧業ノ要務ナルヲ以テ遍

　ク全国通信ノ気脈ヲ連絡スヘキ農商務通信規則左ノ通相定・・」（明治十

　六年十二月廿八日）により生産把握が行なわれていく。

　　この農商務通信規則によって定められた「明治十七年佐賀県乙第九十壱

　　　　　　　　　　　　　　くの
　号達　工業通信事項及附録様式」には「農商務通信規則書拠リ工業通信規

　則別紙ノ通り相懸候・・」とあり，「工業通信事項」第七号畳表がある。備

　後表・琉球表・合計について，枚数・価額を孤島ごとに記し，県合計と前

　　　　　　　　　　くの
　年比較増減を記入する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
②1884（明治17）年の「内務省乙第三十六号達（明治十七年九月三日）」

　の「府県統計書様式別冊ノ通相定」の農業第四八において藍，菜種，藺ノ

　収穫高及播種段別を郡区別に収穫・段別と全県合計・その過年度について
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　　　　　　　　　　　くの
　の調査様式となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
③1886（明治19）年の「農商務省令第一号」の「農商務通信事項様式別冊

　之通相定ム（明治十九年三月五日）」により農商務通信事項様式が定めら

　れる。この別冊は現存せず，それにもとつく兵庫県の「明治十九年兵庫県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くしの
　乙第百三十七号達　農商務通信手続・通信事項」によると，「農商務通信

　事項様式」の工業部の第一製作及製造品表には畳表について備前表・琉球

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
　表・其座とその合計について地名，製出高，価額，製造家を把握する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　
④1889（明治22）年の「農商務省訓令第二十六号」の「十九年三月省令第

　一号農商務通信事項洋式中概況報告部ヲ廃シ統計部別冊ノ逼改正ス」（明

　治二十二年四月十七日）によると，何郡（市）畳表其座棺産額概算表があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くしの
　り，畳表・莫座の数量（枚）・金額を把握する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
⑤1894（明治27年）の「農商務省訓令第十四号」（明治二十七年三月三十

　日）の「農商務統計洋式別冊ノ通改訂ス」の別冊における畳表および真座

　　　　　　　　　　　　　　くの
　類の様式はつぎのとおりである。

畳表着座類 （調査毎年報告期翌年三月限

明治何年分

製造戸数i 戸

数　　　　量 i 価 額

　｝ﾓ讐i表i其　他i 枚i 円

li難i
一　　1

輸出向同説i 本i 円

一　製造戸数ハ其年末日ノ現在数ヲ記入スヘシ
ー　輸出向莞莚製造二目キテハ別＝製造戸数及機数ヲ欄外二記入スヘシ
ー　莞莚一本トハ四十「ヤード」即チニ網間ヲ云フ

このように製造戸数が付け加えられた。

なお，「従来物産ヲ調査スルニ，全国二於テ重要ナルモノハ其地方二於
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　テ極メテ心病ナルモ尚ホ調査報告セシメ，地方ノ手数ヲ煩ハスコト多カリ

　シ是レヲ以テ今回砂糖・生蝋・漆樹白垂・陶器磁器・青銅器銅器・織

　物・畳表・三座ノ如キハ，地方二於テモ相応二人民ノ産業タル場合ノミヲ

　取りテ調査スルコト・シ，全管下ノ世業ヲ精査シーケ年生産額僅カニ数百

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くエの
　円若クハ数千円ナル闘病キモノ・報告ヲ要セサル精神ナリ」とある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
⑥1897（明治30）の「農商務省訓令第二号」（明治三十年十二月十四日）

　の「明治二十七年三月当省訓令第十四号農商務統計様式中畳表莫座類ノ分

　左ノ通り、改正ス」により，1年間を毎年7月から翌年の6月までとするこ

　と，報告期限を翌年9月限りとするということになった。

⑦1899（明治32）年の「農商務省訓令第三十四号（明治三十二年七月四
　　　く　ゆ

　日）」の「農商務統計様式左ノ通改正ス」により，畳表真座隠州の調査様

　　　　　　　　　　　　くの
　式はつぎのようになった。

高座類 ﾍ灘叢翌年六膳年） 野山田一畔
　　　　　3ｻ造戸数i畳表及其座業　　　　　［

@　　　　i莞二業　　　　　：　　　　　i畳表及真座莞莚業兼業　　　　　…

戸

i　数　　量 i 価　　　　額
　2　　　　　　　　　1

@i備　　後i
�於ｮ　球i　l　　　　　　　　　l表1早計他i

　1№堰@
｝
　
i
　
i

円

　i本間其座i真i並真平座i　　　　i類i其　他i　i　計　　i　l　　　　　　　　　　l

　i@
i
＿
　
i
　
i
　
…

輸出向莞超 本i　I

　一　製造戸数ハ其年十二月末日現在ヲ記入スヘシ
　一　莞莚一本トハ四十「ヤード」ヲ言フ

製造戸数を畳表面心座業，莞二業，畳表二心座莞莚兼業の別に把握する

ようになった。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くお　
⑧1904（明治37）年の「農商務省訓令第十一号」（明治三十七年九月三十

　日）の「明治三十二年農商務省訓令第三十四号農商務統計様式左ノ通改正

　シ明治三十八年調査報告ヨリ之ヲ施行ス」によってつぎのように改訂され

　た。

　　第三食用及特用農産物に，藺（備後藺）・茎藪（七島藺）があげられ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
　作付段別・反・収穫高［乾燥シタルモノ］貫が調査されることとなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
　　畳表斎座莞莚についてはつぎの様式となった。

第二三　畳表其座及莞莚 （報告期翌年四月限）明治何年

i　　　　　　i

艶ｻ造戸数i
職 工

i　　　　　　i　　　　　　；
男　　1
@　　5

女　i 計

畳表川州両

搶o向莞莚

�¥帰座兼輸出向莞莚

v

i　　　　　　i
堰@ii　　　　　　li　　　　　・l　　　　　　　　　i

i
i
i
｝
…

ξ
i
…
i
9

1 数　　　　量 … 価　　　　額
轟轟li　’　　　　　i

i
i
i

円

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

i
i
…輸出向莞憩

、i
・

　　（注意）

　　一　製造戸数ハ其年十こ月末日現在，職工ハ平常使用スルー日平均数ヲ記スヘ

　　　シ
　　一　莞莚一本トハ四十薦ヲ云フ
　　一　本間其座（一名京間ト称ス）一枚ハ幅三尺一寸五分長六尺三寸
　　　　並其座川幅二尺九寸長五尺八寸ナリ

　　職工数が把握されることとなった6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
⑧1914（大正3）年の「農商務省訓令第十三号」の「明治三十七年農商務

　省訓令第十一号農商務統計様式別冊ノ通改正シ大正四年調査報告ヨリ之ヲ

　施行ス　大正三年十一月二十一日」における藺莚関係の様式はつぎのとお
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りである。

　藺草については，第三食用及特用農産物において，藺（備後藺其ノ他ノ

丸藺）・韮玖（七島藺其ノ他ノ三角藺）の作付反別・収穫高（乾燥シタル

　　　　　　　　　　　くの
モノ）・価額を把握する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
　藺莚については，畳表，真上及花莚の様式はつぎのようになる。

　第三二　畳表年報及莞莚　　　　　　　（報告期翌年四月限）明治何年

i
i

i 職 工

i製造戸数 i 男 i 女 i 計

畳表

ｴ座論三論
i
｝

i
i
；

1
i

1
｝i 」 数 量

i
価 額

　；
�鉛�

¥i琉
前i

? i
j

円

　　雪

ｴ花i叶勅i
?ｴ・他；

暢

i
｛
…

　　（注意）

　　一　製造戸数ハ其年十二月末日現在，職工ハ平均一日使用数を記入スヘシ
　　一　畳表，莫座及花莚ヲ併セ製造スルモノハ製造戸数及職工ハ主ナルー方二記
　　　入シ数量及価額ハ各相当欄二記入スヘシ
　　一　畳表ハ円藺（備後藺又ハ単二藺トモ謂フ）若ハ三角藺（工疎又ハ七島藺ト
　　　謂フ）ヲ以テ製織セルモノニ限リ調査スヘシ
　　一　備後表ハ其ノ名称ノ何タルヲ問ハス：丸藺ヲ以テ製織セルラ総テノ畳表ヲ記

　　　入スヘシ
　　一　琉球表ハ其ノ名称ノ何タルヲ問ハス三角藺ヲ以テ製織セル総テノ畳表ヲ記

　　　入スヘシ

　　畳表と真座および花野の二区分となった。其座および花莚を四十礪物と

　その他とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
⑩1921（大正10年）の「農商務省令第十九号」の「農商務統計報告規則

　左ノ通定ム　大正十年六月二十八日」における様式はつぎのとおりであ

　る。

　　藺草は，第九工芸農産物において，藺（備後藺其ノ他ノ上坐），七島藺

　について，作付反別・収穫高（乾燥シタルモノ）・価額・一画面収穫高・

　　　　　　　　　ラ
　単価を把握する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨリ
　藺莚についてはつぎのようになった。第六八　畳表，立志，花莚及野草

莚，欄となり，従来の，畳表と下座及莞莚という区分を畳表，楽座・花冷

及野草莚と変更し，この二つの区分のそれぞれの製造戸数，職工について

となり，この野草莚についての生産数量・価格を行なうようになった。

　なお，つぎの注記がある。

　一　製造戸数ハ其ノ年十二月末現在，職工ハ平均一日使用数ヲ記入スヘシ

　一　畳表，真座及花莚ヲ併セ製造スルモノハ，製造戸数及職工ハ主ナルー焼畠記入シ

　　数量及価額ハ各相当欄二記入スヘシ

　一　畳表ハ：丸藺（備後藺マタハ単二藺トモ謂フ）若ハ三角藺（笙藪又ハ七島藺ト謂

　　フ）ヲ以テ製織セルモノニ限リ調査スヘシ

　一　備後表ハ其ノ名称ノ何タルヲ問ハス丸藺ヲ以テ製織セルラ総テノ畳表ヲ記入ス

　　へ・シ

　一　琉球表ハ其ノ名称ノ何タルヲ問ハス三角藺ヲ以テ製織セルラ総テノ畳表ヲ記入

　　スヘシ

3　『農商務統計表』における掲載状況

　（1）画期年の記載状況載

　以上のような統計規程によって把握されたものの『農商務統計表』におけ

　　　　　　　　　　く　
る表示の推移をみよう。

①r農商務統計表』［第1次］には，「畳表製造十七年調」があり，府県

　別に備後・琉球・合計について生産高（枚数）を表示する。府県数は12県

　である。

②　　r第2次農商務統計表』には，「畳表産額　十八年」があり，府県別の備

　後・琉球・合計について，生産高（枚数）・価額（円）を表示している。

　府県数は13県である。

③r第9次農商務統計表』には，「畳表二十五年」において，府県別こ，

　畳表・真座について，生産高（枚数）・価額（円）を表示する。府県数は
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　46府県となっている。

　　岡山と大分について＊を付すものがある。

　　岡山及大分ノ莫座ノ欄中＊印ヲ付シタル数量及価額ハ莞莚ニシテ外国輸出品ナリ

　　岡山県ノ外国輸出向莞莚ノ長サハー本窯ソニ十間ナリ

　　大分県ノ外国輸出向莞莚ハ七島藺製ニシテー巻ノ長サハニ十間巾八三尺ナリ

④r第11次農商務統計表』の「畳表及即座類（二十七年）には，「畳表真座

　類ノ製造高唱枚数八百八十六万九千余，本数三十一万余此総価三百六十二

　万円二上ル而シテ平価ノ半数以上ノ外国輸出二係ルハ又悦フヘシト為ス」

　とあり，備後琉球其他・本間莫座並真座其他・七島莚輸出向莞莚・合計の

　欄と「畳表及真旦類産出ノ主ナル地方ヲ挙クレハ次ノ如シ」として，地方

　別に備後・琉球，本間真座・並下座　生産高（枚数）・価額（円）を示す

　欄がある。各上位6県ずつである。

　　　「畳表及莫座類　明治二十七年度」には，

　　　府県別　製造戸数　畳表（備後・琉球・其他）　莫座（本間真際・並

　　　　　　　莫座・其他）　数量（枚）・価額（円）　　［ただし単座の其

　　　　　　　他は価額のみ］価額合計

　　　46府県　ただし群馬，奈良，和歌山，愛媛，大分，北海道は一線

　　大分県について，「本辞外二大分県二七島莚製造戸数一万九十七百七十

　入戸，数量二十入万九千九百三十二枚，価額三十四万六十五円アリ」と注

　記がある。

　　なお，つぎのような各県についての記述がある。

　　二十七年畳表及真座類表備考

　　　長崎県　二十五年二比シ数量及価額ノ増加シタルハ，前年来調査洩トナリタル箇

　　　　　　　所アリシヲ本年二至リ調査算入シタルニ由ル

　　　茨城県　其座ハ久慈郡一部ノ村落二於テ二間ノ余業二製作スルモノニシテ，地方

　　　　　　　販売二止ル産額ハ前年二比シ著シキ差異ナシ

　　　長野県　畳表ハ琉球其他ニシテ稿優等品ヲ製出スルニ至レリ，故二数量ハ減少セ

　　　　　　　シモ価額二於テハ増加ヲ来セリ，又一時頽廃二傾キシ真座類ノ非常二増
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　　　　　　加ヲ来セシバ貸船挽回二努力シタル効果ナリ

　　福島県　畳表ノ価額前年ヨリ五千四百二十一円ヲ増加セシバ価額ノ騰貴セシニ由

　　　　　　ノレ

　　岩手県　畳表莫座類ハ近来他県ヨリ輸入ノ品二圧セラレ自然需要ヲ減シ，随テ

　　　　　　年々製造者ハ他業二転スルモノ勘カラス，為メニ産出ヲ減スルニ至レリ

　　青森県　畳表ハ三戸郡島守村二於テ僅二製作スルノミニシテ　地方ニテ之ヲ島守

　　　　　　表ト称ス，莫座類ハ三戸郡及南津軽郡二於テ製産スレトモ多クハ農家余

　　　　　　業ノ製作ニシテ地方ノ需要ヲ充タスニ過キス，製造戸数三百八中専業ハ

　　　　　　僅二四戸口シテ他日皆兼業ナリ

　　福井県　莫座類ハ価額騰貴ノ為網入産額前年二比シ五万二千三百余目ヲ増加セリ

　　石川県　前年二者シ産額ノ増加セシバ海外輸出品多キニ由ル

　　富山県　製造地ハ従来射水郡ノミナリシカ　本年ヨ、リ上新川郡二於テモ多少之ヲ

　　　　　　製造シ，従テ前年ヨリニ万枚ヲ増加セリ，輸出品ノ製造器械ハ僅肛囲ニ台

　　　　　　二恩キス

　　徳島県　本産額ハ近年増加セリ，而シテ藺作付ノ増加アル場合二於テハ益増加ア

　　　　　　ルヲ見ヘシ，現二原料ヲ他県二仰キ居レルヲ以テ其景況ノー斑ヲ知ルニ

　　　　　　足ラン

　　香川県　前年二比シ畳表二千七百三十枚，朝座類二七千七百六十五枚，輸出向莞莚

　　　　　　一千九十二本ヲ増加セリ，敦レモ製造老ノ新興セシニ依ル

　　高知県　畳表及其座産額ハ前年月比シ稽減少セシト難トモ価格騰貴ノ為メ金額ハ

　　　　　　尚七十八円ヲ増加シ，而シテ本年ハ輸出向耳順増加ニヨリ前年ヨリハー

　　　　　　万四千四百九十八円ノ増加ヲ呈セリ

　　「輸出向莞莚」は府県別に製造戸数・数量（本）・価額（円）を表示す

る。府県数は17府県である。

　なおr第12次農商務統計表』には，「二十八年畳表及其座類表備考」が

あって，兵庫県，埼玉県，三重県，長野県，福島県，青森県，富山県，島

根県，香川県，愛媛県，福岡県，鹿児島県についての記述があり，『第13次

農商務統計表』には，1894（明治29）年の大阪府，愛知県，栃木県，長野

県，福島県，青森県，高知県，福岡県，大分県県についての記述がある。
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　　また『第12次農商務統計表』の「輸出向莞莚」には各県備考欄に

　　　広島県　輸出向ノ著シク増加シタルハ事業ノ発達販路ノ拡張シタルニ由ル

　　　大分県　数量ヲ増セシバ製造家ノ増加ト本業ノ進歩二由ル

　　　香川県　近来輸出向ノ需要著シキ為メ増加ヲ来セリ，而シテ製造戸数ハ畳表真座

　　　　　　　類ノ兼業者ナリ

　　　兵庫県　近来輸出向販路ノ拡張二由り自然数量及価額ヲ増加セリ

　　　愛媛県　産出地ハ越智北宇和ノニ郡ニシテ越智郡最多シ

　　　大阪府　数量価額ノ著シク増加シタルハ近来海外二於ル需要頗ル其ノ多キニ由ル

　　　山口県　従来ノ業務ヲ拡張セシト新事業者アリシ為メ大二増加ヲ示セリ

　　　岐阜県　五枚ヲ以テー本ト定ム

　とあり，『第13次農商務統計表』には，富山県，高知県について記述があ

　る。

⑤r第16次農商務統計表』の「畳表出座類及輸出向莞莚」にはつぎの記載

　がある。

　　　「畳表其比類及輸出向莞莚　年比較」には，1894（明治27）年～99（明

　治32）年までの毎年の畳表（備後・琉球・其他別），莫座（本間真座・並其

　座），輸出向鼻血と以上の合計（価額）が記載されている。

　　この1899（明治32）年分とされているものは，後年には1900（明治33）

　年分，1898（明治31）面分は99（明治32）年頭というように1年ずつずら

　してあり，後年の整理からするとこれは1895（明治28）年から1900（明治

　33）年までのものということになる。年度のとりかたが7月から翌年の6

　月であり，いずれの年度とするかということから生じたことである。

　　　「畳表其聞及莞莚府県別　自明治三十二年七月至同三十三年六月一ケ

　年」は，製造戸数（畳表及其座業・莞莚業・畳表真座莞莚兼業），畳表（備

　後・琉球・其他・合計の数量・価額），莫座（本間・並・其他・合計の数

　量・価額），輸出向二二（数量・価額）を府県別に表示している。

⑥r第22次農商務統計表』の「畳表莫座類及輸出八面莚」には，畳表真座

　類比輸出向歯莚累年比較は1899（明治32）年～1905（明治38）年につい
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　て，製造戸数（畳表及露座，輸出向山雨，畳表真座兼輸出向莞莚），職工

　（畳表及真面，輸出向莞莚，畳表土座励磁出向莞莚について男女別），畳

　表，備後・琉球・其他の数量と価額，真岡，本間・並・其他について数量

　と価額，輸出向面面の数量と価額を記載している。

　　「畳表其座類及輸出向莞莚　明治三十八年」は，製造戸数（畳表及莫

　座，輸出向出始，畳表莫座面輸出向坐莚），職工（畳表古意座，輸出向莞

　莚，畳表真座兼輸出向盛年について男女別），畳表，備後・琉球・其他の数

　量と価額，頭芋，本間・並・其他について数量と価額，輸出向莞莚につい

　ても数量と価額を以上を府県別に記載している。

　　表白に千葉県，石川県，広島県，大分県について説明がある。

　　なお，第23次にも神奈川県，千葉県，滋賀県，石川県，高知県，宮崎県

　について，第24次には，神奈川県，千葉県，山形県，石川県，鳥取県，鹿

　児島県について，同様に説明がある。

⑦r第32次農商務統計表』には，「畳表其露宿花塗」において，1915（大正

　4）年について，製造戸数（畳表，莫座及花莚別），職工（畳表，其座及花

　莚別に男女当別），畳表（備後・琉球・計の数量と価額，真座及花莚（四十

　礪物・其他の数：量と価額），価額合計について府県別に表示している。な

　お，以上について1906（明治39）年から1915（大正4）年について表示欄

　があるが，製造戸数と職工数欄はこの年度から区分が変ったため連続せず

　1906（明治39）年から1914（大正3）年までは空欄となっている。

⑧r第39次農商務統計表』には，「畳表莫座醜美的野草臥」となり，1922

　（大正11）年について，製造戸数（畳表，真座花莚及野草音別），職工（畳

　表，書室花莚及野草莚別に男女計別），畳表（備後・琉球・計の数量と価

　額，莫座花虻及野草莚（四十油物・其ノ他・野草莚の数量と価額），価額合

　計について府県別に表示している。なお，以上について過去10年間につい

　て表示欄があるが，製造戸数と職工数欄は1915（大正4）年以降のみ，野

　草笛の生産数量・価額については当年のみである。
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⑨　『第1次商工省統計表』における表示は，つぎのようになっている。

　　農商務省は1925（大正14）年3月31日廃止となり，農林省・商工省が設

　置された。「農商務統計」は「農林統計」と「商工統計」にひきつがれた。

　1924（大正13）年度は『第一次商工省統計表』に掲載される。藺莚業につ

　いては，「畳表三座花莚及野草莚」としてr第39次農商務統計表』以来同一

　である。しかし野草莚は『第3次商工省統計表』にはなくなり，再び「畳

　表莫座挿花莚」となる。その記載はr第15次商工省統計表』における1938

　　（昭和13）年まで同一である。

　（2）　　言己載一・一・覧

以上のような画期年における記載の変化にもとづき一覧表とするとつぎの

ようになる。

　「農商務統計表」および「商工省統計」における藺莚業の記載

年度（掲載統計回次） 事 項

1884（明治17）年

　（第！次農商務統計表） i府県別

i生産数量
i生産価額

畳表（備後，琉球，合計）

畳表（備後，琉球，合計）

1885（明治18）年

　　　　（第2次） i府県別

i生産数量
i生産価額

畳表（備後，琉球，合計）

畳表（備後，琉球，合計）

1892（明治25）年

　　　　（第9次）

瀬別
i　生産数量
i生産価額

畳表，莫座

畳表，莫座

1894（明治27）年

　　　　（第11次）

i全国　備後　琉球　其他　本間其頃　並曲目　其他
i　　　七島莚　輸出向莞莚　合計　数量・価額

i畳表及紙座類産出主要地方

｝府県別

｝製造戸数（骸及難諭出町莚）
i　生産数量（畳表［備後，琉球，其他］，莫書類［本間

i　　　　　　真座，並其座コ、輸出向日莚）
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生産価額（同上プラス其座類其他，畳表其座類合計）

1899（明治32）年～　　　1府県別

　　　　1904’（明治37）年i　製造戸数
　　（第16次～第21次）　1生灘量

　　　　　　　　　　　　｝生産価額

畳表及莫座業，闇闇業，畳表脇座莞莚兼業

畳表（備後，琉球，其他，計）

其座（本間，並，其他，計），輸出向莞莚

畳表（備後，琉球，其他，計）

昌運（本間，並，其他，計），輸出向莞莚

1905（明治38）年～　　　i府県別

　　　　1914（大正3）年i　製造戸数
　　（第22次～第31次）　｝職工

　　　　　　　　　　　　i生産数量

　　　　　　　　　　　　i生産価額

畳表及其座業，莞莚業，畳表翼座莞莚兼業

畳表及莫座，輸出向莞莚，

畳表其座兼輸出向莞莚

畳表（備後，琉球，其他，計）

萸座（本間，並，其他，計）

輸出向莞莚

畳表（備後，琉球，其他，計）

百座（本間，並，其他，計）

輸出向頓速

1915（大正4）年～　　　i府県別
　　1921（大正10）年1

（第32次～第38次）　i

　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　i’

　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　I

製造戸数　畳表，田無及莞莚

職工（平均1日使用数）　畳表，真座及莞莚

生産数量　畳表（備後，琉球，計）

　　　　　鯉山及花莚（四十隔物，其ノ他）

生産価額　畳表（備後，琉球，計）

　　　　　其座及花莚（四十砺物，其ノ他）

　　　　　　合　　　　　　　　計

1922（大正ll）年～

　　　　1923（大正12）年i

　　（第39次悌4。次）i

1924（大正13）年～　i

　　　　ユ925（大正14）年i

（第1次商工省統計表～i

　　　　　　　　第2次）i

i府県別

製造戸数

職　　工

生産数量

生産価額

畳表，螺線及莞莚

畳表，莫座及莞莚，

畳表（備後，琉球，計）

其車花莚及野草莚（四十臣事，其ノ他

　　　　　　　　野草莚）

畳表　　（備後，　琉球，　言十）

莫座及螺線（四十砺物，其ノ他）

　　　　　（野草莚）

　合　　　　　　　　　計

1926（昭和1年～　　　　　1府県別

　　　　1938（昭和13）年i製造戸数 畳表，画期及莞四

一！74一



官庁統計における藺莚業の把握　639

（第3次～第15次） 職　　工

生産数量

生産価額

畳表，其座及莞莚，

畳表（備後，琉球，計）

其座及花莚（四十薦物，其ノ他）

畳表（備後，琉球，計）

真座及花莚（四十隔物，其ノ他）

　③　藺草の記載

　なお，この藺莚製造の原料である藺草についての記載をみよう。

　農商務統計規程において，藺莚の原料となる藺草が初めてあらわれるの

は，1904（明治37）年9月の「農商務統計様式改定」においてである。その

第三食用及特用農産物のなかに，藺（備後藺），新序（七島藺）があり，その

作付段別，収穫高（乾燥シタルモノ）を調査することになっている。以後，

1908（明治41）年の「農商務統計様式中ノ改正」においても同様であり，

1914（大正3）年の「農商務統計様式別冊ノ通改正」においては，藺（備後

藺其ノ他ノ丸藺），茎〕亥（七島藺其ノ他ノ三角藺），1921（大正10）年6月の

「農商務統計規則左ノ通定ム」においては第九工芸農産物に藺（備後藺其ノ

他ノ丸藺），七島藺となっている。

　『農商務統計表』には，r第26次農商務統計表』から以降，府県別に作付段

別と収穫高，一段歩当り収穫高が掲載されている。そして第32次から以降価

額が表示される（至35次）。36次からは位置段歩収穫高が再び加わり，38次，

39次は単価も加わる。

　このように藺莚の原料である藺草については1904（明治37）年まで把握さ

れていないのである。これ以前というと，1874（明治7）年のr明治七年府

県物産表』，77年の『全国農産表』においてのみであり，それ以後はまったく

の空白である。
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5　工場統計報告規則＝「工場統計表」における藺莚業

　1909（明治42）年に工場統計規則が制定された（農商務省令第五十九号

「工場統計報告規則左ノ通話ム」　明治四十二年十一月二十五日）。これは

1894（明治27）年3月の農商務統計様式改定によって設けられた「工場票」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
を分離独立した形で発足したものである。一日平均5人以上を使用する工場

のすべてを対象とし，工場主の自計式調査である。

　「工場票」は，工場名称，所在市町村名，工場主，創業年月，主要製品，

一箇年間就業日数，平均一箇間休業日数，1日就業時間，1日休憩時間，技

師技手其ノ他工場監督ノ数，直接作業二従事スル者ノ数（男女・年齢区分別

別），職工一人一日ノ賃銭（男女別），労働人夫ノ数（男女別），原動器（種

類・機関数・馬力），製品高（種類・数量：・価額）の欄からなる。その結果

は，r工場統計表』として刊行された。

　藺莚は第五部雑工場のうちに藺莚として畳表，真座，花塗として区分され

ている。畳表は10県，当座は5県，花莚は12県，以上実県数17県である。以

上は1909（明治42）年の場合であるが，藺莚は小生産形態であるので，職工

5人以上という「工場統計表」にはごく一部しか捕捉されないのである。

6　「府県統計書」における把握

　農商務統計は府県→市町村という径路で市町村が調査し，それを報告し，

報告を受けて農商務省において統計書として取り纏める。府県→町村が調査

をするのは農商務省のもののみではなく，ほかの省のものもあり，それら各

省のものを府県段階での取り纏めとし：C刊行するのが「府県統計書」であ

る。それは府県統計書様式規程による。

　この府県統計書における藺莚業の掲載をみよう。わが国の藺莚生産の首位

を占めた岡山県についてみよう。
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「岡山県統計書」における記載状況を整理するとつぎの表のようになる。

　　　「岡山県統計書」における藺莚業の記載

年 度 記 載

1894（明治27年） i畳表口座類　数量　価額

1895（明治28）年　　　　i輸出向花莚　　製造戸数　数量　価額　織機数

　　　～1896（明治29）年i畳表及其座類製造戸数数量価額

！897（明治30）年 次表及細頚甦戸薮［薮葺『’繍’’”磁薮

i　　　　（明治27．3。年）全県＿括

i錦莞莚，綾席，畳表，藺莚　製作及製造人員
i　　　　　　製作及製造名（明治27－30年）

1898（明治31）年 i花莚，畳表，三座　製作及製造人員
i　　　　　　製作及製造名（明治29－31年）

1899（明治32）年　　 i畳表

　　．＝19！P．1嬰塗3§）斜錘．

製造戸数　織機数　数量　価額

製造戸数　織機数　数量：価額

1901（明治34）年　　　　i畳表

　　　～1903（明治36）年｝

　　　　　　　　　　　i花川

製造戸数

価額

製造戸数

価額

織機数　職工数　数量

織機数　職工数　数量

1904（明治37）年　　 i花莚

　　　～1915（大正4）年i
　　　　　　　　　　　橿表j其座

製造戸数

価額

製造戸数

価額

織機数　職工数　数量

織機数　職工数　数量

1916（大正5）年　　 i花莚　　製造戸数　職工数数量価額
　　　～1926（昭和1）年i畳表，四座　製造戸数　　職工数　数量　価額

　　　註1）各年度の『岡山県統計書』より，ただし1984年は『岡山県勧業年報』，
　　　　　1895，96年度は第18回，第19回のr岡山県農商工年報』より作成．

　1894（明治27）年度のr岡山県勧業年報』においてはまだ畳表混晶類とし

て数量価額のみであるが，1895（明治28）年度には畳表母国座臥と輸出向花

莚にわけて，それぞれの製造戸数，数量のほか，輸出向花時には織機数が記

載されている。r明治32年岡山県統計書』では，製造戸数と数量のほかに織機

数も把握し，1901（明治34）年度には職工数も記載している。1904（明治

37）年になると，畳表兀座の織機数記載はなくなるが，花莚は1915（大正

4）年まで織機数が記載されているのである。すなわち，花心については，
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製造戸数，織機数，職工数，生産数量・価額が記載されている。岡山県は輸

出花莚の第一の生産地であったが，県統計書にもそれが反映されているので

ある。
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